
5 連携事業の企画  

（1）都道府県協議会  

地域・職域連携推進事業ガイドラインには、都道府県協議会の役割と  

して、各都道府県全体に共通する健康課題の明確化、各都道府県の全体   

目標、実施方針、連携推進方策を協議することが掲げられており、その   

役割を確認することが求められる。  

都道府県協議会の具体的な役割として、次のことが考えられている。   

（D 都道府県健康増進計画の作成   

② 医療保険者・労働衛生部門・市町村衛生部門・関係団体との総合調整   

③ 健診・保健指導に関する従事者などの育成   

④ 産業界を巻き込んだポピュレーションアプローチの企画・推進・評価   

⑤ 正しい健康情報発信に関する調整・協議   

⑥ 介護予防との連携  

この他に二次医療圏協議会を育成するための支援を行うことが求めら  

れる。  

（2）二次医療圏協 

二次医療圏協議会には、関係機関への情報提供と達紹調整、健康に関   

する情報収集、ニーズの把握から、地域特性を活かした具体的な連携事   

業の計画・実施・評価を行うことが課せられている。地土或の健康課題の   

共通認識の段階で、健康日本21の中間評価を基にした事例も認められ   

た（⊃  

連携事業を継続的に発展させていくための役割として、次に示す一連   

の流れに沿って企画していくことが大切である。  

（D 現状分析   

② 課題の明確化、目標設定   

③ 連携事業のリストアップ   

④ 連携内容の決定及び提案   

⑤ 連携内容の具体化・実施計画の作成   

電・効果指標並びに評価方法の設定  

二次医療圏協議会における企画時点で、都道府県協議会で協議された   

連携事業の目標が提示されていることにより、具体的な計画が進みやす   

いことが示された。特に、共通理解のもとに、参加団体が連携により運   

用する保健事業を企画する協議を推進する上で有用であった。  

6 連携事業の実施   

連携内容を具体化し、実施計画を作成していくことが必要であり、二次  

医療圏協議会の連携事業では、実施計画を具体的に工夫し計画しているも  

のがあった。実際に計画・実施されている連携事業を次に示す。  
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①健康づくり促進ツール（インターネットホームページ）  

圏内関係者が住民に対し、健康に関するホームページを開発して提   

供する事業である。  

②健康づくりチャレンジャー事業を通して資料配付  

チャレンジャー事業を通して、関係者が健康づくりの資料を住民に   

配布することで、健康に関する関心を高める事業である。  

③ 事業所の健康づくりのための情報マップ  

事業所の健康づくりのために利用できる地域保健の資源を地図とし   

て表現したものであり、職域保健側の関心を高める事業である。  

④健康づくり活動優良事業所表彰事業（中小規模事業所）  

連携事業の一つの目的である中小規模事業所の連携事業を推進する   

目的で、健康づくり活動を推進している事業所を表彰することで、連   

携への関心を高めた事業である。  

⑤ 健康づくりの共通媒体活用の健康連絡会  

健康づくりのための教材を共通に開発して共有化する連絡芸であり、   

連携事業の資源を作成している事業である。  

⑥保健所が職域保健に関わる環境人間工学的相談  

地域保健側スタッフによる中小規模事業所への環j蓑改善や人間工学   

的対策の相談事業であり、地域保健と職域保健が交流する事業である。   

職場の環境改善や人間工学的対策の推進に関する事業は、都道府県快   

適職場推進センターにおいても実施されているところであるが、これ   

らの事業を円滑に推進するためには、快適職場推進センターと連携を   

図りつつ、これらの事業を円滑に推進するためには、モデル事業所を   

設定して、実施体制を構築することで導入を図ることもーつの方法で   

ある。また、職場における健康づくり活動については、労働安全衛生   

法に基づく健康保持増進活動として、健康保持増進サービス機関の支   

援を受けつつ取り組んでいる事業所に関する情報を活用することも有   

効であると考えられる。  

7 評価   

連携事業の実施体制、協議会の体制、目標の設定、事業運営の方法、計画  

の進捗、目標の達成度、参加者の健康指標の改善の各段階で、地域・職域連  

携推進事業ガイドラインに提示されている構造評価、プロセス評価、効果評  

価を行うことが望まれるが、今回支援を行った協議会では評価を実施してい  

る例が少なく、今後の導入が期待される。   

ガイドラインに示された評価リストを事業の改善へのチェックリストと  

して活用している協議会もあり、評価を実施した上で次年度の計画を立てて  

いる所は、連携事業が定着しており、改善へ利用することの必要性が認めら  

れた。  
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Ⅲ 今後の課題（ガイドラインの改訂など）   

連携事業のメリットとして、次の7点が地域・職域連携推進事業ガイドラ  

インに掲げられている。   

（D 連携事業により地域全体の健康課題が明確となる   

② 継続的な健康支援を受けられる   

③ 保健サービスの量的拡大になる   

④ 家族単位での効果的な保健指導が受けられる   

⑤ 整合性のとれた保健指導方法の確立と担当者の資質の向上につなが  

る   

⑥ 地域保健の資源の活用による就業者の健康増進と生産性の向上に寄  

与できる   

⑦地域職域を一貫した保健指導による健康日本21の推進に資する   

本年度の連携推進協議会への支援事業を通して、連携事業が定着するため  

に必要な事象を整理した結果、以下の点が明らかになった。  

1 都道府県協議会と二次医療圏協議会の機能分担の明確化  

都道府県と二次医療圏の協議会の役割分担を明確化することにより、   

それぞれの協議会を円滑に運営できる。  

都道府県協議会の機能として、次の4点が挙げられる。   

① 管内全域に共通する健康課題を設定すること   

② 関係団体の連結調整を行うこと   

③ 教材や保健資源の共有管理   

④ 二次医療圏協議会の育成  

一万、二次医療圏協議会は二次医療圏固有の健康課題を特定し、その   

健康課題解決に必要な連携事業を推進することで、従来独自に機能して   

いた地域保健と職域保健の連携を図ることで先に掲げた目的を達成する。  

2 連携協議会の構成員  

都道府県連携推進協議会の役割として、二次医療圏の協議会に参加す   

る関係団体が積極的に連携事業に関われるように、都道府県協議会にお   

いては上部団体の参加を求めることが必要である。  

3 現場ニーズの分析  

都道府県協議会と比較して、二次医療圏協議会では具体的な健康課題   

の分析とその対策が計画される必要があり、ワーキンググループレベル   

で十分なデータの分析を行うことが求められる。  
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4 職域保健関係者の積極的参加  

産業界の積極的参加が二次医療圏における連携事業に必要である。こ   

のため・、関係機関から産業界に対する一層の啓発・勧奨が望まれる。  

産業保健推進センターの活用は各種の研修が計画されており、産業界   

への周知が図れるものと期待された。産業医連絡会議、労働関係連絡会   
議、産業保健連絡会議、丁目P推進協議会など関連の会議の趣旨と構成機   

関、事務局などを整理しておくことが必要である。  

5 地域保健と職域保健の共同事業  

地土或保健部門と職土或保健部門が共同で事務局を運営することで、一部   

事例で認められた地域保健に偏りがらな連携事業を地域・職域双方の参   

加でバランスよ＜実施することができる。また、都道府県の労働局を通   
して、二次医療圏における労働基準監督署の連携事業への関係性を向上   

することが期待される。  

また、地域保健スタッフによる環境改善や人間工学的改善への取組事   

例が確認されたが、職域保健スタッフによる環境改善へのアプローチを   

地域保健サービスとして提供することも考えられ、相互の固有技術を共   

有して、連携事業を展開していくことが期待された。  
職域では、労働者の健康保持増進に積極的な事業所において、労働安   

全衛生法に基づく健康保持増進活動が展開されている。さらに今後、保   

険者機能が強化され、保険者が生活習慣病予防のための健診・保健指導   

（一次予防・二次予防）を実施することになるが、地土或・職域連携推進   

事業では、これに加えポピュレーションアプローチ（一次予防）に関す   

る事業との関連を持たせることで、健康増進活動の両輪として機能して   

いくことができる。  

6 研修会の活用  

連携事業の一つとして研修会の運営が次の目的から有用と考えられた。   

（D 相互の健康課題を理解する   

② 連携に必要とされる技術を習得する   

③ 関係者のコミュニケーションが図られる  

7 地域一・職域連携推進協議会の位置づけ  

連携事業が既存の地域保健医療計画・健康増進計画に記載されている   

ことで、協議会の位置付けが明確になり、参加する関係団体の了解が得   
られやすい。  

また、協議会が健康日本21を推進するための部会として位置づくこ   

とで、．中間評価を踏まえた連携事業を計画することができる。  

連携推進協議会が設立される以前からの事業をもとに、今回の連携事   

業が推進されている事例も見られ、連携事業が定着するように育成して  
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いく必要性があり、長期的視点で推進していくことが求められた。  

8 保険者協議会との関係  

保険者協議会が医療制度改革大綱に基づいて、医療費適正化計画の策   

定や保険者への健診・保健指導計画の策定に向けての検討を行う中で、   

地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の役割分担を明確にすること   

が望まれる。  

9 計画立案における資料の活用  

二次医療圏における課題を明確化して、連携事業の目標設定をするた   

めには、次のことが必要である。   

（D 健康日本21の中間評価の活用   

② 情報の分析から課題の抽出   

③ 職場の健康づくり実態調査  

既存の保健統計資料を基に分析を行い、地域国有の健康課題を具体的   

に提示することで協議会関係者の理解を深めることが可能である。  

10 効果指標ならびに評価方法の設定  

保健事業は評価を適切に実施することが求められる。  

連携事業では、段階的な運用と各々の段階での評価を試みることが有   

用と判断される。二次医療圏における連携事業では、以下の段階を経る   

ことが必要である。   

（D 関係者のコミュニケーションの形成   

② 関係資料の共有   

③ 課題整理の徹底   

④ 具体的連携事業の設定  

達成可能な年次計画を作成するとともに、長期構想を構築する。  

連携事業を継続して実施している自治体では、年月の経過に伴い、連   

携が深まっていることから、成熟度に合わせた評価の基準が必要である。  

地域・職域連携推進ガイドラインに記載されているチェックt」ストは   

現状を評価することから、不足している点や改善すべき点が明確になる  

ため、評価項目を各事業の進捗状況を確認するものとして活用し、次の  

協議会（若しくは次年度）までに解決すべき目標を立て、それを次回協  

議するということも効果的である。  

11 協議会運営  

協議会が有効に機能するためには、関係団体の連絡や報告のみではな   

く．、企画、実施、評価について十分審議することが求められる。特に、   

地域固有の健康課題を理解した上で、関係者が連携による質的量的に拡   

大した事業を構築する協議の場を確保する必要性が指摘されており、そ  

12   



のためには、グループワークやKJ法などを導入することが求められる。  

12 地域・職域連携推進事業ガイドライン「Q＆A」の追加  

1．都道府県協議会を有機的に動かすためのポイントは何ですか。  

Al．① 

と構成機関、事務局等を整理しておき、連結協議会との関係を明確  

にします。  

事務局（都道府県）は、協議会設置の意義を理解するだけでなく、  

協議会の目的・意義を納得し、共通認喜哉に立って共同歩調をとって  

欲しい関係機関・団体に対し、積極的な連携方策を求めていくこと  

が必要です。納得は行動につながります。  

② 労働局・社会保険事務局と連携した共同事業の企画は、産業保健  

推進センターと連絡調整を密接にすると、具体的な事業化と実施に  

つながります。産業保健推進センターでは、事業所の産業医・産業  

看護職等の産業保健関係者を対象とした職場の健康づくりに関す  

る多くの研修事業が年間計画として立てられています。年度当初に  

相談して、企画案を協議会に提示するのも有効な連携方法です。  

③ 地域の社会資源の共有化は段階を追って行うと効果的です。  

まず、関係機関・団体が、地域の中にどのような社会資源を持ち、  

何が共有資源として活用できるのかの資料を作成します。そして、  

最初の協議会で、社会資源の共有化の必要性を確認します。  

次の協議会では事前に把握した社会資源について資料化したも  

のを提示し、具体的な活用方法を検討すると一歩進んだ検討につな  

がります。  

2．二次医療圏協議会を有機的に動かすためのポイントは何ですか。  

A2．① 二次医療圏協議会の設置意義（メリット）について、地域の健康課  

題、健康課題解決への方策等々を踏まえて、関係者のメ1」ットにつ  

いても理解が得られるように具体的な内容で提示します。それぞれ  

の構成員がどういったことを協働で行えば、どういったメリットが  

出てくるのかが分かる資料を提示することが必要です。  

② 構成機関としてどのような役割を担うのか、役割の担い万（直接  

的・間接的）について、仕組みと方法等の具体的提示による検討を行  

うと理解を得られやすくなります。事業所でできること、関係機関  

でできること、関係団体でできること、現在行っていることに一つ  

プラスすることで、職員の活気や地域の健康づくりにつながること  

が見えるようにすると良いでしょう。  
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③ 連携にあたっては、労働基準監督署（職域保健側）、保健所（地域保   

健側）との連携を密に、商工会、商工会議所及び労働基準協会（事業   

所側）、地域産業保健センター及び社会保険健康事業財団と相談・連   

結・調整を進めると、事業の具体化につながります。商工会議所は   

青年部・女性部と部会をもっており、連携をとるとかなりの情報把   

握と発信基地になります。地域産業保健センター、社芸保険健康事   

業財団との連携は、地域活動の課題がより明確になります。  

Q3．都道府県協議会と二次医療圏協議会の望ましい関係はどうすればよい  

でしょうか。  

A3．具体的な連携事業は二次医療圏協議会が、その圏域の健康特性を調査  

等を通して、必要とされる連携事業を企画します。連携事業は地域の関  

係者が積極的に参加できる内容を選択する必要があります。  

都道府県協議会では、二次医療圏の事業を支援することを目的として  

おり、管内全体に共通する保健事業を掲げるとともに、上部団体を通し  

て二次医療圏連携事業に関係する団体への告発を図ることが望まれま  

す。また、二次医療圏協議会で行われている具体的な連携事業を収集し  

て、共有できる教材などを提供することも都道府県協議会として期待さ  

れるところです。  

4．連携推進協議会と保険者協議会の関係はどうすればよいですか。  

A4．保険者協議会では、今後、健診データとレセプトデータの分析に加え  

て、保険者への健診・庚健指導計画の策定や実施体制に係わる検討等が  

行われます。その中で、計画の目標達成に向けて、地域・職域連携によ  

る保健事業の推進が大きく関与します。  

保険者協議会を構成する機関は、地域・職域連携推進協議会の構成機  

関として参加していますが、反対に保険者協議会に地域・職域連携推進  

協議会の事務局として積極的に参加することも重要です。  

5．連携事業の評価はどうすればよいでしょうか。  

A5．連携事業を評価することは、継続的な事業を推進する上で重要な課題  

です。事業の評価は、ガイドラインに記載されているように、「構造評  

価」、「プロセス評価」、「効果評価」の段階に分けて、記載された項目を  

評価することで、事業の達成度を理解するとともに、次年度事業に向け  

て未達成部分を明確にできます。  

地域・職域連携推進事業ガイドラインの構造評価を協議会運営のチェ  

ックt」ストとして活用することもーつの方法です。  
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おわりに   

地域・職域連携推進協議会が機能し、地域・職域連携推進事業が円滑  

に実施されることを目的に現地支援を行い、その結果を参考にして・連携  

推進事業のガイドラインの改訂について検討した。   

現地支援により、協議会が抱える問題点や課題について理解するこ  

とができた。特に、今後の運営の課題として、協議会において健康課  

題の共通認識のもとに、連携本来のメリットを活かした保健事業を展  

開することが期待される。   

連携推進事業は従来、地域保健・職土或保健において、個別に実施さ  

れていた住民サービスを連携して実施することで、従来では得られな  

い効果を期待するものであり、今後全国で定着していくよう当該検討  

会で行った現地支援を継続する意義があると考えられた。   

都道府県や二次医療圏により連携推進事業の経緯、背景等が異なっ  

ており、それぞれの段階で適切な支援のあり方や評価項目等について  

開発する必要があると考える。地域・職域連携支援検討会の構成員が  

協議会へ参加して支援する他に、協議会関係者の抱えている問題点の  

共有と解決を図る機会としてワークショップを開催するなど、さまざ  

まな支援形態について考えていくことが必要であり、平成18年度の  
課題である。   

地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の役割分担について、現  

段階では明確にできなかったが、今後、それぞれの協議会が活発に活  

動を開始する中で、両者の役割分担、そして連携の在り方が明確にで  

きると考える。   

平成20年度より、医療制度改革に基づいて保険者による健診と保健  

指導が導入されることを受けて、都道府県及び二次医療圏における連  

携推進協議会の機能分担を明確にして、具体的かつ実効性のある連携  

事業を推進することが期待される。  

、
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